
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
提
出

質

問

第

一

二

号

か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
関
す
る

質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

12



か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
関
す
る

質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
累
次
に
渡
り
質
問
主
意
書
で
取
り
上
げ
て
き
た
、
か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ

て
い
る
、
旧
ソ
連
時
代
、
一
九
八
九
年
頃
ま
で
、
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
で
任
国
の
法
令
に
違
反
す
る
形
で
大
使
館
員
の

私
用
車
を
ル
ー
ブ
ル
で
売
却
し
、
外
貨
に
換
金
す
る
裏
金
組
織
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
関
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一

過
去
の
答
弁
書
に
お
い
て
外
務
省
は
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
存
在
に
つ
い
て
、
「
あ
っ
た
」
ま
た
は
「
な
か
っ
た
」

で
は
な
く
、
「
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
曖
昧
な
答
弁
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、
元
外
務
省
事
務
官
で
大
宅
壮
一
賞
作
家

の
佐
藤
優
氏
が
、
月
刊
現
代
二
〇
〇
六
年
七
月
号
は
じ
め
公
の
場
で
、
か
つ
て
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
明

言
し
て
い
る
。
更
に
、
か
つ
て
在
モ
ス
ク
ワ
日
本
国
大
使
館
に
勤
務
し
た
経
験
の
あ
る
複
数
の
関
係
者
か
ら
も
、
「
ル
ー
ブ

ル
委
員
会
」
は
あ
っ
た
と
の
話
を
当
方
は
聞
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
過
去
の
外
務
省
の
答
弁
は
虚
偽
の
答
弁

で
あ
り
、
国
民
を
騙
し
、
閣
議
を
愚
弄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
の
存
在
に
つ
い
て
「
確

認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
同
省
の
見
解
に
、
現
時
点
で
も
変
わ
り
は
な
い
か
。

二

鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
は
、
佐
藤
氏
本
人
を
は
じ
め
、
佐
藤
氏
が
「
ル
ー
ブ
ル
委
員
会
」
に
関
係
し
て

一



い
る
旨
公
言
し
て
い
る
松
田
邦
紀
元
外
務
省
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
、
原
田
親
仁
元
欧
州
局
長
、
西
田
恒
夫
元
外
務
審
議
官
等

の
関
係
者
に
直
接
話
を
聞
き
、
改
め
て
同
組
織
に
つ
い
て
調
査
を
し
、
国
民
に
明
確
な
説
明
を
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


